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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コイル状シートのボビンを巻き出すための方法であって、前記方法が、
　　コイル状シートのボビンを提供する工程であって、前記ボビンが前記ボビンから巻き
出される前記シートの遊離部分を含む工程と、
　　ブレードがボビンにコイル巻きされたシートと接触するような方法で、前記シートの
前記遊離部分と前記ボビンにコイル巻きされた前記シートの残りの部分との間に前記ブレ
ードを配置する工程と、
　　前記ボビンから前記シートを巻き出す間に前記ブレードを振動させる工程とを含む、
方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　　前記ブレードと前記ボビンにコイル状に巻かれた前記シートとの間の接触領域で前記
ボビンに圧力をかける工程を含む、方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法であって、
　　前記ボビンを巻き出している間に、前記シートの前記遊離部分を引く工程を含む、方
法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の方法であって、前記圧力をかける工程が、
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　　前記巻き出しによって前記ボビンの寸法が減少する時、前記ブレードを前記ボビンに
向けてシフトさせる工程を含む、方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の方法であって、前記ブレードを振動させる工程が
、
　　前記ブレードを約１０キロヘルツ～約１００キロヘルツの振動数で振動させる工程を
含む、方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の方法であって、前記ブレードを配置する工程が、
　　端部分を持つブレードを提供する工程と、
　　前記ブレードの前記端部分が、前記端部分と前記ボビンにコイル状に巻かれた前記シ
ートとの間の接触領域で、前記ボビンにコイル状に巻かれた前記シートに対して実質的に
接線方向であるように、前記ブレードを配置する工程とを含む、方法。
【請求項７】
　ボビンを巻き出すための巻出装置であって、前記装置が、
　　コイル状シートのボビンが配置されるボビンホルダーと、
　　前記ボビンホルダーの正面に配置され、かつ、前記シートの遊離部分と前記シートの
残りの部分との間で前記ボビンにコイル状に巻かれた前記シートと接触するように適合さ
れるブレードと、
　　前記ブレードに接続され、かつ前記シートが前記ボビンから巻き出される間に前記ブ
レードに振動を起こさせるように適合された振動発生器とを備える、巻出装置。
【請求項８】
　前記振動発生器が約１０キロヘルツ～約１００キロヘルツの前記ブレードの振動を発生
するように適合された超音波発生器である、請求項７に記載の巻出装置。
【請求項９】
　前記ブレードが前記ボビンにコイル状に巻かれた前記シートと接触するように適合され
た端部分を備え、前記端部分が第一および第二の表面を備え、前記第一および前記第二の
表面の間に約１２°±５°の角度を形成する、請求項７または８に記載の巻出装置。
【請求項１０】
　前記ブレードが、ボビンから巻き出される前記シートの遊離部分に面するように適合さ
れる本体部分を備え、前記本体部分が第一および第二の表面を備え、前記第一および前記
第二の表面の間に約２°±１°の角度を形成する、請求項７～９のいずれか１項に記載の
巻出装置。
【請求項１１】
　前記ボビンホルダーに対する前記ブレード位置を、前記ホルダー内に存在する前記ボビ
ンの寸法に応じて変化するように適合された、位置調節システムを備える、請求項７～１
０のいずれか１項に記載の巻出装置。
【請求項１２】
　前記位置調節システムに接続され、かつ前記ボビンの前記寸法が巻き出しのため減少す
るにつれて、前記位置調節システムに命令して前記ブレードを前記ボビンに向けて移動さ
せるように適合された制御ユニットを備える、請求項１１に記載の巻出装置。
【請求項１３】
　前記位置調節システムが、前記ブレードの支持体が前記ボビンホルダーに向かってスラ
イドでき、前記ボビンホルダーから離れるようにスライドできるレールと、重力によって
前記支持体を前記ボビンホルダーに向けて引くための重りとを含む、請求項１１または１
２に記載の巻出装置。
【請求項１４】
　前記ブレードに接続された前記振動発生器が前記レールに結合され、その中でスライド
する、請求項１３に記載の巻出装置。
【請求項１５】
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　前記ブレードが、ポリテトラフルオロエチレンで作製されるか、ポリテトラフルオロエ
チレン被覆を備える、請求項７～１４のいずれか１項に記載の巻出装置。
【請求項１６】
　前記振動発生器と前記ブレードを接続するアームを備え、前記アームがＵ字形の形態を
有する、請求項７～１５のいずれか１項に記載の巻出装置。
【請求項１７】
　前記ブレードが、前記ブレードと前記ボビンにコイル状に巻かれた前記シートとの間の
接触領域で、前記ボビンにコイル状に巻かれた前記シートに対して実質的に接線方向に、
前記ボビンにコイル状に巻かれた前記シートと接触するように配置される、請求項７～１
６のいずれか１項に記載の巻出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コイル状シートのボビンを巻き出す方法および装置に関連する。特定の実施
形態において、方法および装置は均質化したたばこ材料ボビンの巻出を対象とする。
【背景技術】
【０００２】
　コイル巻きされてボビンを形成する材料に粘着性があって、そのため巻き出すためにむ
しろ強い力がかけられる必要があり、かつ脆弱性があって、そのため裂けやすい場合があ
るという性質を同時に備える時、材料のボビンの巻出は難しいタスクであり得る。こうし
た材料には例えば均質化したたばこシートがあり、これは例えば均質化したたばこ材料シ
ートをキャスティングすることで得られうる。均質化したたばこシートは、ボビンにコイ
ル巻きされた時、その粘稠度、熱に対する感度、低い引張強さのどれもがボビンを巻き出
すためにシートにかけられる力を簡単に増大することを妨げるため、巻出が困難である。
【０００３】
　均質化したたばこ材料の現行の製造工程において巻出速度は、均質化したたばこシート
が裂けるのをできる限り防止するために、毎分約１００メートルに下げなければならない
ことがあり、これが自動的に製造速度を低下させ、時間当たりの製造量を減少させる。
【０００４】
　材料の低い引張強さに加えて、均質化したたばこシートの一部のボビンでは、それぞれ
がかなり変わった形状を持つため、この形状の不均質性が均質化したたばこシートのボビ
ンを巻き出すための装置および方法で考慮される必要がある。
【０００５】
　よって、コイル状シートのボビン、特に、低い繊維強度を持つ材料シートのボビンを巻
き出す方法および装置のニーズがある。これらの方法および装置は、後の生産ラインで全
体的な製造レートを増加させることができるように、巻出速度を増大させることができる
べきである。さらに、方法および装置では、ボビンの巻出による位置調節だけでなく、異
なるボビン形状による位置調節も考慮に入れるべきである。
【発明の概要】
【０００６】
　第一の態様において、本発明は、コイル状シートのボビンを巻き出す方法に関連し、こ
の方法は、コイル状シートのボビンを提供する工程であって、ボビンがボビンから巻き出
されたシートの遊離部分を含む工程と、ブレードがボビンにコイル巻きされたシートと接
触するような方法でシートの遊離部分とボビンにコイル巻きされたシートの残りの部分と
の間にブレードを配置する工程と、シートをボビンから巻き出す間にブレードを振動させ
る工程とを含む。
【０００７】
　本明細書で使用される「シート」という用語は、実質的にその厚さより大きい幅および
長さを有する薄層状の要素を意味する。シートの幅は、１０ミリメートルより大きいこと
が好ましく、２０ミリメートルまたは３０ミリメートルより大きいことがより好ましい。
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シートの幅は、約１００ミリメートル～３００ミリメートルであることがさらにより好ま
しい。
【０００８】
　好ましい一つの実施形態において、シートは均質化したたばこ材料シートである。
【０００９】
　均質化したたばこ材料の最も一般的に使用される形態は、再構成たばこおよびキャスト
リーフである。均質化したたばこ材料シートを形成するプロセスは一般的に、スラリーを
形成するためにたばこダストと結合剤とを混合する工程を含む。次に、スラリーがたばこ
ウェブを作り出すために使用される。例えば、いわゆるキャストリーフを製造するために
粘性のあるスラリーを移動する金属ベルト上にキャスティングすることによってである。
別の方法として、再構成たばこを作り出すために、粘性が低くかつ含水量が高いスラリー
を製紙と似たプロセスで使用することができる。
【００１０】
　たばこのシート材料は、再構成されたシート材料と呼ぶこともでき、たばこ組成物を形
成する、粒子状のたばこ（例えば、再構成たばこ）またはたばこ粒子状の混合物、湿潤剤
、および水溶性溶剤を使用して形成されうる。このたばこ組成物は次に、キャスティング
、押し出し、圧延またはプレスされて、たばこ組成物からシート材料を形成する。たばこ
のシートは、たばこの微粉が紙様の材料を作成するために使用される湿式プロセス、また
はたばこの微粉が結合剤材料と混合され、移動するベルト上にキャスティングされてシー
トを形成するキャストリーフプロセスを利用して形成されうる。
【００１１】
　均質化したたばこ材料シートは次に、ボビンに巻き込まれて（さらに処理するために巻
き出される必要がある）、例えばエアロゾル形成物品の部分となり、これがエアロゾル形
成物品のエアロゾル形成基体に含まれるようになる。「燃やさない加熱式」エアロゾル発
生物品では、エアロゾル形成基体はエアロゾルを形成するがたばこ材料の燃焼を防止する
ために、比較的低い温度に加熱される。さらに、均質化したたばこ材料中に存在するたば
こは一般に唯一のたばこであるか、このような「燃やさない加熱式」エアロゾル発生物品
の均質化したたばこシート中に存在するたばこの大部分を含む。これは、このような「燃
やさない加熱式」エアロゾル発生物品によって発生されるエアロゾル組成物が均質化した
たばこ材料のみに実質的に基づくことを意味する。
【００１２】
　本明細書で使用される「エアロゾル形成材料」という用語は、加熱されると揮発性化合
物を放出してエアロゾルを発生させる能力を持つ材料を示す。たばこは、エアロゾル形成
材料、特に、エアロゾル形成体を含む均質化したたばこシートとして分類されうる。エア
ロゾル形成基体は、エアロゾル形成材料を含むか、それによって構成されうる。
【００１３】
　均質化したたばこシートは一般に、たばこに加えて、結合剤およびエアロゾル形成体を
含む。この組成物は「粘着性」のあるシートにつながり、すなわち、隣接した物体に貼り
付くようになり、また同時に、むしろ脆弱性があり、比較的低い引張強さを有するように
なる。
【００１４】
　本発明は特に、上述の通り均質化したたばこ材料で作製されたボビンを巻き出すように
適合されるが、こうした特性を持つシートをボビンから巻き出す必要のある任意のプロセ
スにも適用されうる。
【００１５】
　ボビン形状は任意のものとしうる。これは実質的に円筒形状を持ちうるが、卵形または
、基礎を成す円筒形状が変形した突出部を持つボビンなど、何らかの形に変形された形状
も、本発明の教示の適用を妨げない。
【００１６】
　その粘性および脆弱性に留意しつつ、従って破損を最小限に抑えながらも、同時に比較
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的速い巻出速度を維持しつつ、ボビンを適切に巻き出すために、ボビンから既に巻き出さ
れたシートの遊離端と、ボビン自体の残りの部分との間で、ボビンにコイル巻きされたシ
ートにブレードを接触させるようにする。
【００１７】
　ボビンと接触したブレードが次に、振動させられる。ブレードの振動の結果、シートの
巻出は、振動自体がないよりもずっと容易になる。実際に、振動が存在する時、シートの
遊離端をボビンから巻き出すためにシートの遊離端を引く力は、より小さくて済む。所定
位置に来た時に、ブレードは、シートがボビンから巻き出される実質的に非常に特定的な
位置で振動を加えて、ボビンから巻き出されながら、なおもそれに付着しているシートに
、振動の振動数と振幅に関連した制御された量の力を伝達することが好ましい。この量の
力が、シートの限定的な部分に加えられ、すなわち、ブレードとボビンの間の比較的限定
的な接触エリアに加えられる。非限定的な例では、ブレードは、ブレードとボビンの間の
接触エリアで約１００ミリメートル～約３００ミリメートルの幅を持ち、また接触エリア
で約２ミリメートル～約６ミリメートルの厚さを持つ。ブレードとボビンの間の画定され
た接触エリアは比較的「小さく」、その寸法は接触エリアでのブレードのそれと実質的に
同一である。
【００１８】
　ブレードの振動は、ブレードの振動の方向が好ましくはボビンの巻出の方向に対して直
角を成すような方法で、ボビンにかけられることが好ましい。よって、ブレードは、ボビ
ンの遊離端が引かれる方向に対して実質的に直角を成す方向に「前後に」移動する。
【００１９】
　有利なことに、ブレードの振動の振幅は、約０．０１ミリメートル～約２ミリメートル
であることが好ましく、約０．１ミリメートル～約１ミリメートルであることがより好ま
しい。
【００２０】
　よって、ブレードの振動の結果、ボビンにかけられるこの力または圧力が、巻出プロセ
スを容易にし、また従来技術の解決策に関連して、シートを破損するリスクなしに、巻出
の速度を増大させうる。
【００２１】
　有利なことに、方法は、ブレードとボビンにコイル状に巻かれたシートとの間の接触領
域でボビンに圧力をかける工程を含む。接触領域または接触エリアに加えられる圧力は、
上記で画定された接触エリアと等しい面で、例えば厚さが０．５ミリメートル～約３ミリ
メートルで、幅が１５０ミリメートルであるエリアで、０．５キログラム～１キログラム
であることが好ましい。ブレードはボビンに巻かれたシートに実質的に隣接し、ブレード
は所定の圧力をボビンにまだコイル状に巻かれているシートにかける。このかけられた圧
力の存在、すなわち、ブレードをボビンに向けて押す「小さな」明確に画定された接触エ
リアに対する所定の力の存在は、振動をブレードからシートへと正しく移動させるために
好ましい。
【００２２】
　方法はさらに、ボビンの巻出中にシートの遊離部分を引く工程を含むことが好ましい。
このように、ボビンは、振動がボビンにまだコイル状に巻かれているシートのエリア（接
触エリア）にかけられている間に、ボビンからシートの遊離端をゆっくりと引きながら巻
き出される。振動の存在によって、引く力は振動がないよりも小さくなる。
【００２３】
　圧力をかける工程は、巻出によってボビンの寸法が減少する時、ブレードをボビンに向
けてシフトさせる工程を含むことが好ましい。このシフトは、巻出プロセス中に実質的に
一定の力または圧力をボビンにかけるために行われることが好ましい。ブレードをシフト
させることなく、ある一定の地点で、巻出中のボビン自体のサイズ（例えば、直径）の減
少によって、ボビン内のブレードとシートの間の接触が失われる。加えて、ブレードがボ
ビンに向かって、またはそれから離れてシフトする可能性は、ボビンの形状の変形または
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突出を相殺しうる。このシフトによって、ボビンの全体的な幾何学形状に関係なく、ブレ
ードによって与えられるボビンへの力または圧力は、巻出プロセス全体の間、許容範囲内
に実質的に一定に保たれる。
【００２４】
　有利なことに、ブレードを振動させる工程は、ブレードを約１０キロヘルツ～約１００
キロヘルツの振動数、より好ましくは約２０キロヘルツ～約６０キロヘルツの振動数、さ
らにより好ましくは３０キロヘルツ～３５キロヘルツの振動数で振動させる工程を含む。
これは、一方でむしろ「速い」巻出速度を持つことと、他方で巻出の引裂き力によるシー
トの破損数を低下させることとの間で最適な妥協点を得られる振動数範囲であることが見
いだされてきた。
【００２５】
　ブレードを配置する工程は、端部分を持つブレードを提供する工程と、ブレードの端部
分が端部分とボビンにコイル状に巻かれたシートとの間の接触領域で、ボビンにコイル状
に巻かれたシートに対して実質的に接線方向になるようにブレードを配置する工程とを含
むことが好ましい。ブレードは、ボビンに接触し、かつボビンとブレードの間の接触エリ
アを画定する、すなわち接触のエリアまたは領域がボビン上のブレードの隣接エリアであ
る、「チップ」または端を持つ。この接触エリアはどちらかと言えば狭い幅のストライプ
であることが好ましく、すなわち約２ミリメートル～約６ミリメートルの厚さ寸法を持つ
ことが好ましい。ブレードの端は「鋭い」ことが好ましい。ブレードエッジ端部分は、ブ
レード平面が画定されるように、有利なことに実質的に平面の構成を持ち、例えば平面を
含む。ブレード平面は、ボビンに接触するブレードの端を通過し、ブレードの長軸方向の
延長部に沿って延びる。ブレード平面は、ブレードの端とボビンそれ自体の間の交線上の
ボビンに対して接線方向の平面に実質的に沿って配置されることが好ましい。交線は実際
に、あるエリア（接触エリア）であるが、そのどちらかと言えば限定的な寸法のために、
特にそのどちらかと言えば限定的な厚さのため、線として見なされることがある。ブレー
ド平面およびボビンは、そうしたブレード平面と接線方向の平面によって形成される角度
が約０°±１０°である、より好ましくは約０°±５°、さらにより好ましくは約０°±
２°、好ましくは０°±１°である時、実質的に接線方向であると見なされる。ブレード
エッジ端が平面である、すなわち平面を含むだけでなく、ブレードが全体として平面を画
定することがより好ましい。平面はブレード平面を画定する。ブレードエッジ端とボビン
の間の接触エリアで、ブレード平面と接線方向の平面の間に形成される角度が約０°±１
０°である、より好ましくは約０°±５°、さらにより好ましくは約０°±２°、好まし
くは０°±１°である時、ブレードおよびボビンは接線方向であると言える。
【００２６】
　第二の態様によれば、本発明は、ボビンを巻き出すための巻出装置に関連し、装置は、
コイル状シートのボビンが配置されるボビンホルダーと、ボビンホルダーの正面に配置さ
れ、かつボビンにコイル状に巻かれたシートと接触するように適合されるブレードと、ブ
レードに接続され、かつシートがボビンから巻き出される間にブレードに振動を起こさせ
るように適合された振動発生器とを備える。こうした装置の利点については、本発明の第
一の態様に関連して既に考察してきたため、ここでは繰り返さない。
【００２７】
　振動発生器は、約１０キロヘルツ～約１００キロヘルツ、より好ましくは約２０キロヘ
ルツ～約６０キロヘルツ、さらにより好ましくは３０キロヘルツ～３５キロヘルツのブレ
ードの振動を発生するように適合された超音波発生器であることが好ましい。これは「高
速」かつ「安全」な巻出を得るために好ましい振動数である。この場合、本発明の方法で
得られる巻出速度は、毎分約５０メートル～毎分約３００メートルであることが好ましい
。
【００２８】
　ブレードは、ボビンにコイル状に巻かれたシートと接触するように適合された端部分を
備えることが好ましく、端部分は第一および第二の表面を備え、その間で約１２°±１０
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°の角度を形成する。表面は実質的に長方形であり、かつ相互に同一であることが好まし
い。ブレードは、従って長軸方向の平面に対して対称であることが好ましい。選択された
角度によって、ボビンとブレードの間に小さな接触エリアを持つことが許容される。ブレ
ードは、ボビンから巻き出されるシートの遊離部分に面するように適合される本体部分を
備え、本体部分は第一および第二の表面を備え、その間で約２°±１°の角度を形成する
。端部分の外側にあるブレードの小さな角度によって、ブレードをシートの遊離端とボビ
ンの残りの部分との間に挿入しやすくなるように、かつブレードとシートの巻き出されて
いる遊離端との間の偶発的な接触を避けやすくするように、ブレードの全体的な寸法が少
なくとも一方向にどちらかと言えば限定的に保たれる。
【００２９】
　本発明の巻出装置はまた、ホルダー内にあるボビンの寸法に応じてボビンホルダーに対
するブレードの位置を変化させるように適合された位置調節システムを備えることが好ま
しい。従って装置は、任意のボビンのサイズまたは形状に適合されることが好ましく、巻
出装置自体を再設計する必要なしに、異なるタイプのボビンとともに使用されうる。
【００３０】
　巻出装置は、位置調節システムに接続され、かつボビンの寸法が巻出のため減少するに
つれて、位置調節システムに命令してブレードをボビンに向けて移動させるように適合さ
れた制御ユニットを備えることがより好ましい。このように、接触エリアでブレードによ
って実質的に一定の圧力または力がボビンにかけられうる。
【００３１】
　位置調節システムは、ブレードの支持体がボビンホルダーに向かい、およびそこから離
れるようにスライドできるレールと、重力によって支持体をボビンホルダーに向けて引く
ための重りとを含むことが好ましい。このように、むしろ単純な機構で、有利なことに、
重力によってブレードをボビンに向けて引く重りによって引き起こされる一定の力または
圧力がボビンにかけられうる。
【００３２】
　ブレードに接続されている振動発生器はレールと結合され、その中でスライドすること
がより好ましい。
【００３３】
　ブレードは、ポリテトラフルオロエチレンで作製されるか、ポリテトラフルオロエチレ
ン被覆を備えることが好ましい。ポリテトラフルオロエチレンは、例えばＴｅｆｌｏｎ（
登録商標）の商品名でよく知られている、非粘着性の組成物であり、被覆として使用する
ことができ、これによって、シートが持ちうる粘着性によってブレードがシート自体に「
貼り付く」ことを回避しうるように、ボビンが回転している間、ブレードがシート上を実
質的に滑ることを可能にしうる。
【００３４】
　装置は振動発生器とブレードを接続するアームを備えることが好ましく、アームはＵ字
形の形態を持つ。Ｕ字形アームによって、単純であるが最適な構造を可能にし、ここで巻
出シートはその動きにおいて、アームの存在によって妨げられない。アームはそのＵ字形
状によって、有利なことに巻出シートの動きのための空間を残す。
【００３５】
　有利なことに、ブレードは、ブレードとボビンにコイル状に巻かれたシートとの間の接
触領域でボビンにコイル状に巻かれたシートに対して実質的に接線方向であるボビンにコ
イル状に巻かれたシートと接触するように配置される。この配置の利点については、本発
明の第一の態様に関連して既に記載してきた。
【００３６】
　本発明のさらなる有利な点は、非制限的に添付の図面を参照しながら、本発明を実施す
るための形態から明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
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【図１】図１は、ボビンの巻出用の本発明による巻出装置の概略斜視図である。
【図２】図２は、異なる視点から見た、図１の巻出装置のさらなる概略斜視図である。
【図３】図３は、図２の巻出装置の側面図である。
【図４】図４は、図３の部分の概略図である。
【図５】図５は、図３の巻出装置の一部分の拡大側面図である。
【図６】図６は、図５の巻出装置の部分の平面図である。
【図７】図７は、図５の巻出装置の一部分の（図５の右から見た）正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　図に関連して、本発明によるボビンの巻出用の巻出装置は、参照番号１０で表され、示
されている。
【００３９】
　装置１０は、ボビン１２を巻き出すように適合される。
【００４０】
　例えば、ボビン１２は、均質化したたばこ材料ボビンとしうる。ところが、本発明は、
例えば製紙産業またはボビンにコイル巻きされたポリマーシートを使用する産業といった
、製造工程に粘着性および脆弱性のシートを持つボビンの巻出を含むあらゆる産業に適用
されうる。
【００４１】
　図に示すボビン１２は、丸い、例えば円筒形の形状を持つ。ところが、本発明は、ボビ
ンが丸い形状を持たない時でさえも、ボビンとうまく機能する。
【００４２】
　装置１０は、ボビン１２が配置されるボビンホルダー１４を備える。
【００４３】
　ボビン１２は、コイル状シート１３によって形成される。装置１０は、図１に示す通り
、ボビン１２のコイル状シート１３を巻き出すように適合される。
【００４４】
　装置１０はまた、ブレード２０および振動発生器３０を備える。
【００４５】
　ブレード２０は、ボビンホルダー１４の正面に配置され、ボビン１２内にコイル状に巻
かれたシート１３と接触するように適合される。ブレード２０は、ポリテトラフルオロエ
チレン（例えばＴｅｆｌｏｎ（登録商標））で作製されるか、金属材料で作製され、かつ
ポリテトラフルオロエチレン被覆を備えることが好ましい。このように、シート１３（特
に、均質化したたばこ材料シート）は、裂けにつながりかねない摩擦と、シート（特に、
均質化したたばこ材料シート）の構成要素を損傷または変更しかねない熱の両方から保護
する。
【００４６】
　ブレード２０は、ブレード２０と、ボビン１２にコイル状に巻かれたシート１３との間
の接触領域１００で、ボビン１２にコイル状に巻かれたシート１３に対して実質的に接線
方向であるボビン１２にコイル状に巻かれたシート１３に接触するように配置される（図
１および３を参照）。非限定的な好ましい実施形態において、接触領域は実質的に長方形
であり、約４ミリメートル×約１２０ミリメートルの寸法を持つ。その限定的な厚さによ
って、この接触エリアは「線」として見なされうる。
【００４７】
　図示した非限定的な実施形態によれば、ブレード２０は、鋭い端を備えた一方の端部分
２２で終わる本体部分２４を含む。ブレード２０は、図７に示す通り、平面図で見た時、
実質的に長方形である。例えば、その寸法は平均で幅が約１５０ミリメートル、長さが約
１３０ミリメートル、および厚さが約４ミリメートルである。
【００４８】
　図５においてより明らかなように、ブレード厚さは一定ではなく、振動発生器３０に接
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続された第一の端部分２６から、ボビン１２と接触する端部分２２（第二の端部分２２）
にかけて所定の勾配（例えば、約２°の勾配）で偏りがあることが好ましい。さらに、ボ
ビン１２と接触する第二の端部分２２上で、第二の端部分２２が鋭く、ブレードエッジ端
を画定するように、勾配は（例えば約１２°に）増大する。例えば、第二の端部分２２は
、約３ミリメートル±１ミリメートルの厚さを持つ。
【００４９】
　より特定的には、第二の端部分２２は、ボビン１２にコイル状に巻かれたシート１３に
接触するよう適合される。第二の端部分２２は、反対側の実質的に平面の第一および第二
の表面２２１、２２２によって画定される。第一および第二の表面２２１、２２２は、そ
の間に約１２°±５°の角度を形成する。
【００５０】
　本体部分２４は、ボビン１２から巻き出されたシート１３の遊離部分１３３に面するよ
うに適合される。本体部分２４は、反対側の実質的に平面の第一および第二の表面２４１
、２４２によって画定される。第一および第二の表面２４１、２４２は、その間に約２°
±１°の角度を形成する。第二の端部分２２の第一の表面２２１および本体部分２４の第
一の表面２４１は、ブレード２０の同一の側面１２１上に配置される。この第一の側面１
２１は、ボビンホルダー１４の反対にある側面である（図３～５を参照）。第二の端部分
２２の第一の表面２２１および本体部分２４の第一の表面２４１は、実質的に同一平面上
である（図５を参照）。言い替えれば、第一の側面１２１はブレード平面を画定する。
【００５１】
　第二の端部分２２の第二の表面２２２および本体部分２４の第二の表面２４２は、ブレ
ード２０の同一の第二の側面１２２上に配置される。この第二の側１２２は、ボビンホル
ダー１４に面する側面である（図３～５を参照）。
【００５２】
　装置１０は、図２および３に示す位置調節システム４０を備える。位置調節システム４
０は、ホルダー１４内に存在するボビン１２の寸法に応じて、ボビンホルダー１４に対し
てブレード２０の位置を変化させるように適合される。
【００５３】
　装置１０は、位置調節システム４０に接続され、かつボビン１２の寸法が巻出のため減
少するにつれて、位置調節システム４０に命令してブレード２０をボビン１２に向けて移
動させるように適合された制御ユニット５０を備える。
【００５４】
　位置調節システム４０はレール４２を含み、ここでブレード２０の支持体４４は、ボビ
ンホルダー１４に向けて、およびそれから離れてスライドできる。支持体４４は、一対の
平行なレール４２上をスライドすることが好ましい（図３を参照）。
【００５５】
　位置調節システム４０は、重力によって支持体４４をボビンホルダー１４に向けて引く
重り（図示せず）をさらに含む。
【００５６】
　実際には、レール４２は水平でなく、ボビンホルダー１４の方向に配向され、所定の下
向きの傾斜角を持つ。言い替えれば、レールはボビン１２の中心１１００に向かって下向
きに進み、支持体４４は重力によってレールに沿って下向きにスライドする。上述の重り
は、ボビン１２に向けて引くために位置調節システム４０の支持体４４に取り付けられる
。
【００５７】
　このように、位置調節システム４０はまた、垂直方向に対してブレード２０の所定の傾
斜角を画定する。言い替えれば、図３および４を参照すると、ブレード２０は垂直に配向
（すなわち、垂直平面１０００がボビンホルダー１４の、従ってボビン１２の中心１１０
０を通過するように配向）されているのではなく、垂直方向に対して所定の傾斜角を持つ
。
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【００５８】
　ブレード２０は、ブレード２０とボビン１２の間の接触エリアでボビン１２に対して実
質的に接線方向に配向されていることが好ましい。言い替えれば、図３および４を参照す
ると、ブレード２０は、平面１２００がボビン１２に接し、ブレード２０の鋭い端とボビ
ン１２の間の接触線を通過するように、実質的に配向されている。
【００５９】
　より正確には、ブレード２０は、実質的に平面の構成を持ち、第一の側面１２１は、上
記に詳述した通り、ブレード平面を画定する。ブレード平面は、ブレード２０の鋭い端を
通過し、およびブレード２０の長軸方向の延長部に沿って延びる。ブレード２０の第一の
側面１２１は、ボビン１２に対して接線方向の平面に実質的に沿って、ブレード２０の端
とボビン１２自体の間の交線上に配置される。ブレード２０およびボビン１２の第一の側
面１２１は、第一の側１２１と接線方向の平面１２００によって形成される角度が０°±
１０°の角度となる時、実質的に接線方向であると見なされる。（図４を参照）。
【００６０】
　位置調節システム４０は、その他のシステム（図示せず）を使用しうる。例えば、ボビ
ン１２からの距離を取り込む近接センサーが提供されうる。この場合、近接センサーは、
適切に動力化される支持体４４と結合される。
【００６１】
　振動発生器３０はブレード２０に接続され、シート１３がボビン１２から巻き出される
間、ブレード２０を振動させるように適合される。
【００６２】
　振動発生器３０は、約３０キロヘルツ～約３５キロヘルツのブレードの振動を発生させ
るように適合された超音波発生器であることが好ましい。
【００６３】
　振動発生器３０は、振動を発生するモーター３１を備える。
【００６４】
　振動発生器３０はブレード２０に接続され、かつレール４２に結合され、その中でスラ
イドする。特に、振動発生器３０は支持体４４に結合される。
【００６５】
　装置１０は、振動発生器３０およびブレード２０を接続するアーム３２を備える。アー
ム３２は、ブレード２０によって巻き出されているシート１３から外れて通過するＵ字形
である（図６を参照）。
【００６６】
　振動発生器３０はアーム３２上で特定の振動を発生させる。実際に、アーム３２は、ブ
レード２０が振動発生器３０のアーム３２と実質的に同一の振動数および振幅で振動する
ように、ブレード２０に強力に取り付けられる。好ましい実施形態によれば、アーム３２
は超音速で振動するが、これは約３０キロヘルツ～約３５キロヘルツで振動することを意
味する。
【００６７】
　特に、アーム３２の端部分１３２は、ブレード２０の側面１２２に接続される（図６を
参照）。端部分１３２は、ブレード２０自体の端部分２６で、またはその付近でブレード
２０に接続されることが好ましい（図７を参照）。端部分１３２は、側面１２２の横部分
でブレード２０に接続されることがより好ましい（図６および７を参照）。
【００６８】
　図に示す非限定的な例において、位置調節システム４０は、ブレード２０が接続される
振動発生器３０の位置を調節することによって、ブレード２０の位置を調節する。
【００６９】
　このように、位置調節システム４０は、振動発生器３０に接続された振動するアーム３
２と接触していない。よって、位置調節システム４０は、振動発生器３０によって発生さ
れる振動に干渉しない。
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【００７０】
　ボビン１２を巻き出すための巻出装置１０の動作は以下の通りである。
【００７１】
　コイル状シート１３のボビン１２が提供されるが、これはボビン１２から巻き出された
シート１３の遊離部分１３３を備える。
【００７２】
　ブレード２０は、ブレード２０がボビン１２にコイル巻きされたシート１３と接触する
ような方法で、シート１３の遊離部分１３３とボビン１２にコイル巻きされたシート１３
の残りの部分との間に配置される。
【００７３】
　ブレード２０は、ボビン１２からシート１３を巻き出す間に振動される。
【００７４】
　ブレード２０とボビン１２にコイル状に巻かれたシート１３との間の接触領域１００で
、ブレードによってボビン１２上に圧力がかけられる。
【００７５】
　シート１３の遊離部分１３３は、ボビン１２が巻き出される間に引かれる。
【００７６】
　上述の圧力は、ボビン１２の寸法が巻出によって減少する時に、ブレード２０をボビン
１２に向けてシフトすることによって、ボビン１２にかけられる。
【００７７】
　ブレード２０は、約３０キロヘルツ～約３５キロヘルツの振動数で振動される。
【００７８】
　ブレード２０は、ブレード２０の第二の端部分２２が、端部分２０とボビン１２にコイ
ル状に巻かれたシート１３との間の接触領域１００でボビン１２にコイル状に巻かれたシ
ート１３に対して実質的に接線方向であるように、配置されることが好ましい。特に、ブ
レード２０は、ブレード２０の第二の端部分２２がボビン１２の方を向き、ボビン１２に
対していくらか接線方向であるように、ボビン１２上に配置される。ブレード２０の平坦
な側面１２１は、巻き出されているシート１３の方を向く。こうした配置は、摩擦および
熱を発生させるブレード２０とボビン１２の間の接触面を制限することを可能にする。
【００７９】
　所定の位置になると、ブレード２０（振動発生器３０によって振動している）は、シー
ト１３がボビン１２から巻き出されている非常に特定的な場所で振動をかける。ブレード
２０の振動は、巻出エリアでボビン１２に対してかなり接線方向である。さらに、振動は
ボビンに向けたブレードの前後の動きを含む。
【００８０】
　振動するブレード２０は、ボビン１２から巻き出されているが、なおもそれに実質的に
付着しているシート１３に、振動の振動数および振幅に関連する制御された量の力を伝達
する。
【００８１】
　この量の力が、ツール、すなわち、ブレード２０の特定の形状のため、シート１３の限
定的な部分にかけられる。
【００８２】
　ボビン１２が巻き出されている間、引張強度が同時にシート１３にかけられる。
【００８３】
　ブレード２０は、位置調節システム４０のため、ボビン１２の巻出およびボビン１２の
形状に従い、ボビン１２の中心１１００に向かって移動する。
【００８４】
　位置調節システム４０は、ボビン１２が巻き出されるにつれて、ボビン１２の回転軸に
向かう方向に、ボビン１２の直径が減少する速度と同じ速度で、ブレード２０を自動的に
移動させるように配置された制御手段を含む。
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【００８５】
　位置調節システム４０は、ブレード２０とボビン１２の間で接触しようとする力を重力
によって生じさせる重りを備える。
【００８６】
　ブレード２０は、接着を防ぐために、またはコイル／ロールを解かれたシート１３とコ
イル／ロール１２の間の分離を促進するために、コイル巻きされたまたはロールされたシ
ート１３を巻き出す間、超音波発生器３０に結合される。
【００８７】
　言い替えれば、巻出装置１０は、コイル巻きされてまたはロールされてボビン１３を形
成する細長いシート１３のコイル／ロールを解くように配置される。巻出装置１０は、ボ
ビン１２と巻き出された細長いシート１３の遊離部分１３３との間に位置するブレード２
０を備える。ブレード２０は、巻き出された細長いシート１３の遊離部分１３３に接触す
るブレード２０を振動するよう配置された超音波発生器３０に結合される。
【００８８】
　本発明の装置１０を使用することによって、シート１３の破損の発生は減少し、シート
材料の収量は有利なことに増加する。
【００８９】
　その上、本発明の装置１０は、シートに伝達される熱を制限する。よって、たばこキャ
ストリーフボビン１２の場合において、たばこキャストリーフは損傷されない。
【００９０】
　さらに、本発明の装置１０は、ボビン１２の巻出速度を増加させることを可能にする。
出願者は、たばこキャストリーフボビン１２で本発明の装置１０を試験し、巻出速度を先
行技術の装置と比べて実質的に２倍にでき、例えば毎分約１００メートルから毎分約２０
０メートルにできることを見いだした。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(13) JP 6850798 B2 2021.3.31

【図５】

【図６】

【図７】
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